
（別添） 

学校における携帯電話等の取扱い等に関する調査について（概要） 

 
平成２１年１月３０日 
文部科学省児童生徒課 

 

１．調査内容・方法 

（１）調査対象 

① 公立小学校（２１，８００校） 

公立中学校（中等教育学校前期課程を含む）（１０，０４５校） 

公立高等学校（中等教育学校後期課程を含む）（４，４５５校） 

② 都道府県教育委員会（４７教育委員会） 

市町村教育委員会（１，８２６教育委員会） 

 

（２）調査内容概要 

  ①  小・中・高等学校 

・  学校が校則等により児童生徒による学校への携帯電話の持ち込みを原則禁止

しているか否か。 

・  学校における携帯電話の取扱いをどのようにしているのか。  

②  都道府県教育委員会・市町村教育委員会 

・  教育委員会において、所管学校に対する指導方針として児童生徒による学校

への携帯電話の持ち込み禁止等を定めているか否か。  

・  教育委員会の方針はどのようなものか。 

 

（３）調査時期 

   平成２０年１２月１日時点の状況を調査。 

    ※ １２日２日以降に取扱い等が変更されている場合もある。 

 

２．結果概要 

（１）学校の取組状況【資料１】 

 

○ 小学校では、学校への携帯電話の持込みを原則禁止としている学校

が約９４％。 

○ 中学校では、学校への携帯電話の持込みを原則禁止としている学校

が約９９％。 

○ 高等学校では、学校への携帯電話の持込みを原則禁止として学校が

約２０％、持込みを認めているが授業中の使用を禁止している学校が、

約５７％、持込みを認めているが学校内での使用を禁止している学校

が、約１８％。 



（別添） 

 
・携帯電話の学校への持込みを原則禁止としている 

 小学校  ２０，５２７校（９４％）  
 中学校   ９，９３６校（９９％）  

高等学校    ８８７校（２０％）  
   ・持込みを認めているが、授業中の使用を禁止している 

 高等学校  ２，５２５校（５７％） 
    ・持込みを認めているが、学校内での使用を禁止している 
      高等学校    ７９８校（１８％） 

※中学校は、中等教育学校前期課程含む 
高等学校は、中等教育学校後期課程含む 

 
 

（２）都道府県教育委員会の取組状況【資料２】 

 

○ 教育委員会として、携帯電話の持込み等について指導方針を定めて

いるのは、約５１％（２４教育委員会）。 

○ うち原則持込み禁止としている教育委員会が小学校約２９％（７教

育委員会）、中学校約３３％（８教育委員会）、高等学校約１３％（３

教育委員会）。 

 
・教育委員会として、携帯電話の持込み等について指導方針を定めていますか 

はい ２４ ／ いいえ ２３ 
・今後、教育委員会において方針を定めることを予定していますか 

      はい  ５ ／ いいえ ９ ／  検討中 ９ 
 
 
（３）市町村教育委員会の取組状況【資料３】 

 

○ 教育委員会として、携帯電話の持込み等について指導方針を定めて

いるのは、約２８％（５１０教育委員会）。 

○ うち原則持込み禁止としている教育委員会が小学校約９０％（４６

１教育委員会）、中学校約９０％（４６０教育委員会）。 

 
・教育委員会として、携帯電話の持込み等について指導方針を定めていますか 

はい ５１０ ／ いいえ １３１６ 
・今後、教育委員会において方針を定めることを予定していますか 

      はい  ６３ ／ いいえ ６１９ ／  検討中 ６３４ 
 
 
 


